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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について（改定） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用につ

いて、長野県健康福祉部長より別添のとおり通知がありました。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の急増により、医薬品及び医薬部

外品たる手指消毒用のエタノールの需給が逼迫している状況にあり、今後、必要な手指

消毒用エタノールの確保が困難な施設等があることが想定され、こうした需給状況を少

しでも改善するため、手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品を用いた手指

消毒について、その取扱いが改定されました。 

 なお、本取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑み

た臨時的・特例的な対応であり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃

止する際には、厚生労働省からその旨連絡がされますので、ご留意ください。 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について（改定） 

 

 

このことについて、厚生労働省医政局経済課、同省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課及

び同局監視指導・麻薬対策課から別添のとおり連名で事務連絡がありましたので、御了知い

ただくとともに、貴会員に周知いただきますよう御配意願います。 

なお、保健福祉事務所長あてには別途通知しましたので申し添えます。 
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